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、 当 （
一 該 同

に 基 り 区第 五
よ づ 退 分二 年
ら く 職 に十 未
な 任 し 応八 満
い 期 た じ条 の
で を 者 たの 期
引 終 を 割二 間
き え 含 合第 勤
続 て む を一 続
い 退 。 乗項 し
て 職 次 じの た
勤 し 条 て規 者

の 第 よ に 、
よ 四 ら 改 給
う 項 ず め 料
に に 、 、 」
改 お 地 同 を
め い 方 条 「
る て 公 、第
。 務 退二「

自 員 職項
己 法 の中
都 第 日「
合 二

を 関 当 号
す に「

第 る 関
八 条 す
条 例 る
の 条（
二 昭 例
」 和 の
に 二 一
改 十 部
め 九 を
る 年 改

は 、
、 一
一 年
年 に
に つ
つ き
き 百
百 分
分 の
の 百
二 三

年 区 条
に 分 第
つ に 一
き 応 項
百 じ 第
分 た 一
の 割 号
百 合 に
二 は 係
十 、 る
五 次 も

続 た 第 得定 で
す 者 一 たに あ
る 項 額よ つ
こ 第 のり て
と 一 合退 、
を 号 計職 次
困 に 額し に
難 お とた 掲
と い す者 げ
す て る る（
る 同 。同 も

よ に
等 十 ら お
退 八 ず け
職 条 」 る者 第 の そ」 一 下 のと 項 に 者い 第 の「う 一 、 給」 号 か 料に か つ 」、 ら

。 山 正
口 す
県 る
条 条
例 例
第
五
号
）
の
一

百 十
七
・
五

の の
と に
お 限
り る
と 。
す ）
る を
。 受

け
て
同

理 じ 法 の
由 。 第 に
に ） 二 対
よ 又 十 す
り は 八 る
退 こ 条 退
職 れ の 職
し に 三 手
た 準 第 当
者 ず 一 の
で る 項 基

、 に第「 第 、そ 三 八の 号 「
条 給者 ま の 料が で 二 月」 の 第 額を 規 十 と定「
一 す自 に
項 る己 よ

。に都 る

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

条
第
十
六
項
第
三
号
に
規
定

任 他 の 本
命 の 期 額
権 法 限 は
者 令 又 、
が の は 退
知 規 同 職
事 定 条 日
の に 第 給
承 よ 二 料
認 り 項 月
を 退 の 額

以規合 免
下定等 職

す退 の 「
給る職 処
料認者 分
月定が を
額を」 受
」受に け
をけ改 て

なめ 退 「
給いる 職

。 山
口
県
知
事

山

五
七

す
る
退
職
す
べ
き
期
日
に

得 職 規 に
た し 定 、
も た に そ
の 者 よ の

り 者
延 の
長 勤
さ 続
れ 期
た 間

料で。 し
の、た
月」者
額をを
と加含
すえむ

、 る。
。以 「

を 以下
こ 含 下

本

繁
太
郎
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同
条
の
表
読
み
替
え
る

に 職
掲 し 第 四 三 二
げ た 五
る 者 条 三 二 十
者 で の 十 十 一
」 あ 三 五 六 年
に つ 中 年 年 以
、 て 以 以 上「

任 第 上 上 二「

３
一 第 七

第 五 す
一 一 条 る 二
年 項 に 退 十
以 に 次 職 五
上 規 の す 年
十 定 一 べ 以
年 す 項 き 上

六 五 四 三
得 退
た 二 二 公 職 第
も 十 十 務 し 八
の 五 五 上 た 条

年 年 の 者 の
以 以 傷 二
上 上 病 第

二 一 計 第
額 次 五

地 二 と に 条
方 十 す 掲 の
公 五 る げ 見
務 年 。 る 出
員 以 者 し
法 上 に 中

規
定
の
欄
中
「
第
五
条
第
一
項

二 命 五 の 三 十
十 権 条 期 十 五
五 者 第 間 四 年
年 が 一 に 年 以
以 知 項 つ 以 下
上 事 に い 下 の
で の 規 て の 期
」 承 定 は 期 間
を 認 す 、 間 に

を る 一 に つ「
二 得 者 年 つ い
十 た に い て

以 る を 期 勤
下 勤 加 日 続
の 続 え に し
期 期 る 退 、
間 間 。 職 第
に の し 八
つ 区 た 条
い 分 者 の
て 及 二
は び 第
、 当 十
一 該 一

勤 勤 又 十
続 続 は 一
し し 死 項
、 、 亡 に
そ 法 に 規
の 律 よ 定
者 の り す
の 規 退 る
事 定 職 認
情 に し 定
に 基 た （
よ づ 者 同

第 勤 対 「
二 続 す 整
十 し る 理
八 、 退 退
条 地 職 職
第 方 手 等
一 公 当 」
項 務 の を
第 員 基 「
四 法 本 二
号 第 額 十
の 二 は 五

」
を
「
第
四
条
第
一
項
及
び

（
年 も 二 つ て は
以 の 十 き は 、
上 を 五 百 、 一
で 除 年 分 一 年
」 く 以 の 年 に
に 。 上 百 に つ
、 ） 勤 五 つ き

」 続 き 百「
十 を し 百 分
年 、 分 の「
」 第 法 の 百

年 区 項
に 分 に
つ に 規
き 応 定
百 じ す
分 た る
の 割 認
百 合 定
五 は （
十 、 同

次 条

ら く 条
な 任 第
い 期 一
で を 項
引 終 第
き え 二
続 て 号
い 退 に
て 職 係
勤 し る
続 た も

規 十 、 年
定 八 退 以
に 条 職 上
よ の 日 勤
る 二 給 続
免 第 料 後
職 一 月 の
の 項 額 定
処 の に 年
分 規 、 退
を 定 そ 職

第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、

を 四 律 百 六
条 の 八 十「

十 第 規 十 五
五 一 定
年 項 に
」 第 基
に 四 づ
、 号 く

及 任「
同 び 期
項 第 を

の 第
と 一
お 項
り 第
と 一
す 号
る に
。 係

る
も
の

す 者 の
る に
こ 限
と る
を 。
困 ）
難 を
と 受
す け
る て
理 同

受 に の 等
け よ 者 」
て り の に
退 退 勤 改
職 職 続 め
し し 期 、
た た 間 同
者 者 の 条

又 区 第
は 分 一
こ ご 項

同
表
読
み
替
え
る
字
句
の
欄

」 五 終
を 条 え

第 て「
第 一 退
四 項 職
条 各 し
第 号 た
一 者（
項 第 及
、 一 び
第 号 勤

に
限
る
。
）
を
受
け
て
同
条

由 条
に 第
よ 十
り 六
退 項
職 第
し 三
た 号
者 に
で 規
任 定

れ と を
に に 次
準 当 の
ず 該 よ
る 区 う
他 分 に
の に 改
法 応 め
令 じ る
の た 。
規 割

中
「
百
分
の
二
」
を
「
百

五 及 務
条 び 公
第 第 署
一 五 の
項 号 移
」 を 転
に 除 に
改 く よ
め 。 り
、 ） 退

第
十
六
項
第
三
号
に
規
定

命 す
権 る
者 退
が 職
知 す
事 べ
の き
承 期
認 日
を に

定 合
に を
よ 乗
り じ
退 て
職 得
し た
た 額
者 の

合

五
八
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四 三

募 募
集 集
の を
期 す
間 る

人

２
二 一 事 二

項 任
第 前 を 命 職
十 項 記 制権
一 各 載 の者
項 号 し 改は
の の た 廃、
規 別 要 又前

第 （
一 八 定 第 第

五 条 年 二 六
年 職 の 前 章 条
を 員 二 に 中 の
減 退 第 五の
じ 任 職 八 第年
た 命 す 条 一齢
年 権 る の 項別

改 こ 度
め の 第 の 第
る 六 三 六項
。 月に 条 条

三お の の
十四 三い
一第 のて
日同 四 表
に項 読じ

第 差 分（
五 退 第 に の
条 職 五 相 三
の の 条 当 （
五 理 の す 退

由 五 る 職
任 の を 年 の
命 記 次 数 日
権 録 の が に

数 定 項 は項
に 勤の（
よ 以 務規
り 下 公定
認 こ 署に
定 の のよ
を 条 移る
受 に 転募
け お を集
た い 円（
場 て 滑以
合 に下

齢 者 意 次 中構
以 は 思 に成 「
上 、 を 次 第の
で 定 有 の 五適
あ 年 す 一 条正
る 前 る 条 第化
職 に 職 を 一を
員 退 員 加 項図
を 職 の え にる
対 す 募 る 規こ
象 る 集 。 定と
と 意 等 すを

達第 み。
し） 一 替
て」 号 え
いを 中 る
る 字「 「
こ自 自 句
と己 己 の
と都 都 欄
な合 合 中
る等 退 「
そ退 職 百
の職 者 分

者 ） よ 一 お
は う 年 い
、 に で て
第 改 あ 定
四 め る め
条 る 職 ら
第 。 員 れ
一 に て
項 あ い
第 つ る
三 て そ
号 は の「

に 募 実こ
退 集 施の
職 実 す条
す 施 るに
べ 要 こお
き 項 とい
期 」 をて
日 と 目単
又 い 的に
は う と「
期 。 し募

し 思 ） る目
て を 」的
行 有 をと
う すし 「
募 る 第、
集 職 五募

員 条集
の 第を
募 一行
集 項う
で 各日

者者 の（
の」 第 二
年に 三 」
齢改 条 を
とめ 第 「
の、 二 百
差同 項 分
に項 に の
相第 規 三
当二 定 （
す号 す 退

及 、 者
び 百 に
第 分 係
五 の る
条 二 定
第 ） 年
一 」 と
項 に 退
第 改 職
六 め の
号 る 日

間 ） 、集
を 当」
当 該と
該 職い
募 制う
集 又。
の は）
対 勤を
象 務行
と 公う
な 署に

あ 号の
つ に属
て 掲す
、 げる
次 る年
に 」度
掲 にの
げ 改三
る め月
も る三
の 。十

る 職か る
年ら 傷 の
数第 病 日
が又 に五
一 お号 は
年ま 死 い
で亡 てで
あに 定の
る め規 よ
職定 ら ら
員ず れ中

に 。 の
掲 属
げ す
る る
者 年
の 度
退 の
職 三
の 月
理 三
由 十

る に当
べ 属た
き すつ
職 るて
員 職は
に 員、
周 を当
知 対該
し 象募
な と集
け しに

を一
行日
うに
こ達
とし
がて
でい
きる
るこ
。と

と

にに て「
あ自 そ い
つ己 の る
て者 そ都
は の合 の
、退 都 者
百合 に職
分に 係者
の る」 よ
二を り 定
）退 年

に 一
つ 日
い に
て 達
記 し
録 て
を い
作 る
成 こ
し と
な と

五
九

れ て関
ば 行し
な う次
ら 募に
な 集掲
い げ
。 る

必
要
な

な
る
年
齢
が
定
年
か
ら
十

「
」自 職 と
に己 し 退
改都 た 職
め合 者 の
るを 日等
。退 い の

職 う 属
者 。 す
」 以 る

下に 年

け な
れ る
ば そ
な の
ら 者
な の
い 年
。 齢

と
の
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三

第
二
項
第
二
号

９ ８
二 一 取 い

下 次 。 任
臨 第 げ に 命
時 二 を 掲 権
的 条 行 げ 者
に 第 う る は
任 二 こ 者 、
用 項 と 以 前

７ ６
職 に と
員 お 任 な 任
の い 命 る 命
数 て 権 べ 権
が 者 き 者「
応 応 が 職 は
募 募 募 員 、
上 上 集 に 前

５ ４ ３
人 十 十

任 任 数 任 一
命 命 に 命 募
権 権 一 権 そ 集
者 者 を 者 の に
は は 加 は 他 関
、 、 え 、 人 す
募 募 た 募 事 る

九 八 七 六 五

第 第 第 募 募
七 十 九 集 集
項 二 項 実 の
に 項 の 施 対
規 の 規 要 象
定 規 定 項 と

に
規
定
す
る
退
職
す
べ
き
期
日

さ の が 外 項
れ 規 で の の
る 定 き 職 規
職 に る 員 定
員 よ 。 は に
そ り 、 よ
の 職 募 り
他 員 集 募
の と の 集
法 み 期 の
律 な 間 期
に さ 中

限 限 実 周 項
数 数 施 知 の
に 」 要 し 規
達 と 項 な 定
し い に け に
た う 募 れ よ
時 。 集 ば り
点 ） の な 募
で に 期 ら 集
募 達 間 な の
集 し の い 期
の た 終 。 間

集 集 人 集 委 問
の 実 数 実 員 合
目 施 以 施 会 せ
的 要 上 要 規 を
を 項 と 項 則 受
達 に な に で け
成 募 る 募 定 る
す 集 よ 集 め た
る の う の る め
た 期 に 対 事 の
め 間 し 象 項 連
必 を な と 絡

す 定 に の な
る に よ 内 る
時 よ る 容 べ
点 る 応 を き
で 通 募 周 職
募 知 知 員（
集 の 以 さ の
の 予 下 せ 範
期 定 こ る 囲
間 時 の た
が 期 条 め
満 に の

又
は
同
号
に
規
定
す
る
退
職

間
よ れ い が
り る つ 満
任 者 で 了
期 も し
を 応 た
定 募 場め し 合て 、 に任 第 は用 十 、さ 六

期 時 了 を
間 点 の 延
は で 年 長
満 募 月 し
了 集 日 た
す の 時 場
る 期 が 合
も 間 到 に
の は 来 は
と 満 す 、
す 了 る 直

要 記 け な 先
が 載 れ る
あ す ば べ
る る な き
と に ら 職
認 当 な 員
め た い の
る つ 。 範
と て た 囲
き は だ を
は 、 し 記

了 お 説
す い 明
る て 会
も 単 を
の に 開
と 催「
す 応 す
る 募 る
と 」 予
き と 定
は い が

す
べ
き
期
間
の
末
日
が
到
来

直れ 項 ちる 第 に者 三 そ号 のに 旨規 を定 当す 該る
募退
集職

る す ま ち
。 る で に

も に そ
の 応 の
と 募 旨
す を 及
る し び
旨 た 延
及 職 長
び 員 後
応 の の

、 そ 、 載
募 の 第 す
集 開 一 る
の 始 項 に
期 及 第 当
間 び 二 た
を 終 号 つ
延 了 に て
長 の 掲 は
す 年 げ 、
る 月 る 当

、 う あ
そ 。 る
の ） と
旨 又 き
及 は は
び 応 、
同 募 そ
項 の の
に 取 旨
規 下
定 げ

す
る
ま
で
に
定
年
に
達
す
る

のす
対べ
象き
と期
な日
るが
べ到
き来
職す
員る
にま

募 数 募
上 が 集
限 募 の
数 集 期
を を 間
記 す の
載 る 終
し 人 了
て 数 の
い 以 年
る 上 月

こ 日 募 該
と 時 集 職
が を を 員
で 明 行 の
き ら う 範
る か 場 囲
。 に 合 に

し は 含
て 、 ま
し こ れ
な の る

す に
る 係
応 る
募 手
上 続
限
数

者 周で
知の
し間
ない
けつ
れで
ばも
な応
ら募

の な

場 の 日
合 一 時
に 定 を
は 数 当
、 該（
応 以 募
募 下 集
を こ の
し の 対
た 項 象

け 限 職
れ り 員
ば で の
な な 数
ら い が
な 。 募
い 集
。 を

す
る

六
〇
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て に
、 お
当 い
該 て
認 「
定 退
を 職
受 す

き 含
任 期 任 む 任
命 日 命 。 命

を ）権 権 権
定 を者 者 者
め 応は が は
、 募、 募 、
前 者認 認集

四 三 二
と 務 当
認 応 に 該 応 応
め 募 対 募 募処
る す 者者 分 者
場 る がを に が
合 信 応引 値 前

頼 募き 号す

一 い 当 も る
、 該 退該

応 当 当 職募
募 該 し が集
が 募 な 予を
募 集 い 定す
集 を 応 さる
実 す 募 れ人

な 四
任 い 前 分
命 。 項 を 地

除 方権 の
く者 規 公
。は 定 務
第、 に 員
十 法応 よ

け べ
た き
応 期
募 日
者 」
に と
そ い
の う
旨 。
及 ）

にび
退そ

項 に定 実 定
の 書を 施 を
規 面行 要 し
定 につ 、項
に よた に 又
よ り後 お は
り 通に い し
認 知 な生 て
定 すじ 退 い
を るた 職 旨
し も事 のす
た の情 べ 決

を を続 る に
確 しき こ 規
保 た職 と 定
す 後務 すが
る 地に 明 る
上 方従 ら 処
で 公事 か 分
支 務さ な を
障 員せ も 受
を 法る の け
生 第こ るを
ず 二と い べ

施 る 者 て数
要 人 の いの
項 数 数 る範
又 を が 職囲
は 超 第 員内
第 え 二 でに
九 る 項 あ制
項 分 第 る限
の の 三 旨す
規 応 号 のる
定 募 に 認た
に 者 掲 定

一募 る 第
項を 応 二
第し 募 十
二 九た 又
号職 は 条
に員 応 の
お募 規（
い 定以 の
て下 取 に
同こ 下 よ
じ るの げ
。 懲条 は

職の
理 す

る由
こを
と明

示 に
よし
り、
公退

職 務
す の

旨 とに き 定
を す鑑 期 を
通 るみ し間
知 。、 を た
し認 記 と
た定 載 き
応を はし
募 、受 た
者け 場 遅
にた 合 滞
当応 なに

る 十が う き
と 九公 。 行
認 条務 ） 為
め のをの （
る 規し能 在
場 定率 た 職
合 に的 こ 期

よと運 間
る営 を 中
懲を 疑 の
戒確 う 応

め
適 に げに （
合 つ る 以必
し い 募 下要な て 集 こない 認 を の方場 定 す 条法合 を る にをし 人 お定な 数 いめい を て、こ 超 単

）に 職 戒
又お 員 処
は 分い の
こて 自 （
れ 故発「
に応 的 意
準 又募 な
ず は者 意
る」 思 重
処と に 大
分い な委

能べ
き 率
期 的
日 運

営の
繰 の
上 確
げ 保

に又
は 著
繰 し

該募 は く
期者 、 、
日が 認 そ
を第 定 の
書 旨十 を
面六 行 （
に項 つ 認
よ第 た 定
り を三 後
通 し号 遅
知に 滞 な

処に保 募
分し 足 者
又、 り の
は又 る 非
こは 相 違
れ長 当 に
に期 な 当
準的 理 た
ずな 由 る
る人 が 行
処事 あ 為

募と え に集が る 「実で 場 認施き 合 定要る で 」項。 あ とと つ い
併 て う
せ 、 。
て あ ）
周 ら を

を 過う ね
募。 ら 失
集） れ に
のに よる
開つ らも
始い の な
のて で い
日、 であ
に次 管つ
おの て 理
い各 、 又

下 い
げ 支
に 障
つ を

及い
て ぼ
当 す
該 こ

と認
定 と
を な

す な い規
る 旨定 く
もす 、 の
のる 当 決
と 該 定退
す 期 を職
るす 間 し
。べ 内 た

の 場き
期 い 合
日 ず に

分管 る で
を理 場 あ
受を 合 つ
け計 そ て
た画 の 、
場的 他 そ
合に 応 の

推 募 非
進 者 違
す に の
る 対 内

知 すか
し じ る
て め も
い 、 の
た と当
と 該 す
き 場 る
は 合 。
、 たに
任 お だ
命 い し

て号 任 は
受の 監命
けい 権 督
てず 者 に
いれ 係は
る るか 職
者に 員 職
又該 に 務
は当 を対
募す し 怠
集る こ つ

受 る
け と
た 認
応 め
募 る

六 者 場一 の 合
書 に
面 お
に い

れ お（
か い以

下 の て
こ 日 は
の か 、

ら そ項
の及 退

び 職 理
次 す 由

べ を項

た し 容
め 認 及
に 定 び
特 を 程
に 行 度
必 う に
要 こ 照
で と ら
あ が し
る 公 て

権 て 、
者 次認
は の定
、 を 各
当 す 号
該 のる
方 い者
法 の ず
に 数 れ

に従 を

の場 れ た
期 場合 ら
間を を 合
中除 強 に
に制 おき
受 け、 し
け応 て る
た募 は 懲
者に な 戒

処よ ら
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山
口
県
屋
外
広
告
物

２ （
す し 員 経
る た の 改 過
。 理 退 正 措

由 職 後 置
と 手 の ）
同 当 職
一 に 員
の 関 の

１ （
施 該

こ 行 方 任
の 期 附 法 命
条 日 を 権
例 ） 則 含 者
は む は
、 。 、
公 ） こ

五 四 三 二
場 で

第 合 地 に 募 第
九 に 方 退 集 十
項 お 公 職 実 九
の け 務 し 施 条
規 る 員 、 要 第
定 懲 法 又 項 一

一 け よ
認 た 任 る

第 定 応 命 同
十 を 募 権 意
二 受 者 者 を
条 け に は 得
第 た 書 、 た
一 応 面 前 と

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

理 す 退
由 る 職
に 条 手
よ 例 当
り の に
退 一 関
職 部 す
し を る
た 改 条
」 正 例
と す 第
あ る 四

布 及 の
の び 条
日 認 の
か 定 規
ら を 定
施 受 に
行 け よ
す た る
る 応 募
。 募 集

者 及
の び

に 戒 第 は に 項
よ 処 二 こ 記 又
り 分 十 れ 載 は
応 を 九 ら さ 第
募 除 条 の れ 二
を く の 期 た 項
取 。 規 日 退 の
り ） 定 に 職 規
下 又 に 退 す 定
げ は よ 職 べ に
た こ る し き よ
と れ 懲 な 期 り

項 募 に 項 き
各 者 よ の は
号 が り 規 、
の 次 通 定 公
い の 知 に 務
ず 各 し よ の
れ 号 な り 能
か の け 退 率
に い れ 職 的
該 ず ば す 運
当 れ な べ 営
す か ら き を

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

る 条 条
の 例 第
は 一（
、 平 項

成 第「
そ 十 三
の 八 号
者 年 及
の 山 び
非 口 第
違 県 四

数 認
を 定
公 に
表 つ
し い
な て
け 、
れ 募
ば 集
な 実
ら 施

き に 戒 か 日 退
。 準 処 つ 若 職

ず 分 た し 手
る と く 当（
処 懲 き は を
分 戒 。 第 支
を 免 十 給
受 職 三 し
け の 項 な
た 処 若 い
と 分 し 場

る に な 期 確
に 該 い 日 保
至 当 。 を す
つ す 繰 る
た る り た
と と 上 め
き き げ に
。 は 、 必

、 又 要
認 は な
定 繰 限

に 条 号
よ 例 並
る 第 び
こ 十 に
と 八 第
な 号 五
く ） 条
勧 附 第
奨 則 一
を 第 項
受 二 第

な 要
い 項
。 （

第
十
一
項
た
だ
し
書

き 及 く 合
。 び は に

故 前 該
意 項 当
又 の す
は 規 る
重 定 に
大 に 至
な よ つ
過 り た
失 応 と

は り 度
、 下 で
そ げ 、
の た 退
効 場 職
力 合 す
を に べ
失 は き
う 、 期
。 直 日

ち を
け 項 三
て の 号
退 規 、
職 定 第
し の 六
、 適 号
任 用 及
命 に び
権 つ 第
者 い 七
が て 号

に
規
定
す
る
方
法
を
周
知
し

に 募 き
よ 者 。
ら に
な 通
い 知
で さ
管 れ
理 た
又 退
は 職
監 す

に 繰
新 り
た 上
に げ
定 、
め 又
た は
退 繰
職 り
す 下
べ げ

知 は に
事 、 掲
の 同 げ
承 項 る
認 中 者
を に「
得 現 対
た に す
」 退 る
と 職 職

た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

督 べ
に き
係 期
る 日
職 が
務 到
を 来
怠 す
つ る
た ま

き る
期 こ
日 と
を が
当 で
該 き
認 る
定 。
を
受

六
二
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二 一

県 商
の 号
区 、
域 氏
内 名
に 及

第 （
を 二 登 第 す
知 録 二 る十
事 の 十 。二
に 申 二条
提 請 条の
出 ） の二
し 次
な に前

５ ４ ３ ２
録 い

前 は 前 前 前 。
項 、 項 項 項

同 の のの の
項 有 登場 更
の 効 録合 新
有 期 のに の
効 間 有お 登

第 （
屋 第 第 目二
外 二 一 次十
広 十 条 中二
告 二 中条 「
業 条 第「
の を の 二県
登 次 維 十の
録 の 持 五区

山
山 口
口 県 平
県 山 条 成
屋 口 例 二
外 県 第 十
広 屋 四 五
告 外 十 年
物 広 七 十

お び
い 住
て 所
営 （
業 法
を 人
行 に
う あ
営 つ
業 て
所 は
の 、

け 次条
れ の第
ば 七一
な 条項
ら を又
な 加は
い え第
。 る三

。項
の
登
録

期 の 効い 録
間 満 期て の
の 了 間、 申
満 後 は更 請
了 引 、新 が
後 き 五の あ
も 続 年登 つ
そ き と録 た
の 屋 すが 場
処 外 るな 合
分 広 。さ に
が 告れ お

） よ 」 条域
う の 」（
に 下 を下
改 に関 「
め 第市 「
る 並 二の
。 び 十区

に 五域
屋 条を
外 の除
広 四く
告 」

条 告 号 二
例 物 月

条 十（
昭 例 七
和 の 日
四 一
十 部
一 を
年 改
山 正
口 す
県 る

名 そ
称 の
及 名
び 称
所 、
在 代
地 表

者
の
氏
名

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以

な 業た い
さ をと て
れ 営き 、
る もは 第
ま う、 二
で とそ 項
の すの の
間 る登 有
は 者録 効
、 はの 期
な 、有 間

。
業 に以
」 、下
を同 「
加 第じ え 三。 る 十） 。 一内 条に 」お をい

条 条
例 例
第
四
十
一
号
）
の
一
部

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

下
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う

お 更効 の
効 新期 満
力 の間 了
を 登は の
有 録、 日
す を従 ま
る 受前 で
。 けの に

な登 そ
け録 の
れの 申

て 「
第、 三屋 十外 三広 条告 」業 にを 改

営 め
も る
う 。

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

地
）

。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

ば有 請
な効 に
ら期 対
な間 す
いの る
。満 処

了 分
の が
日 な
の さ
翌 れ

と
す
る
者
は
、
知
事
の
登
録

山
口
県
知
事

山

六
三

を
記
載
し
た
登
録
申
請
書

日 な
か い
ら と
起 き
算 は

、す
る 従
も 前
の の

登と

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

本

繁
太
郎
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ら
二
年
を
経
過
し

四 三 二 一
分 二

法 第 の 第 屋 第
に 二 あ 一 外 二
基 十 つ 項 広 十
づ 五 た の 告 五
く 条 日 規 業 条
条 の か 定 者 の

第 ２（
重 二 登 二
要 十 録 知
な 二 の 事 登
事 条 拒 は 録
項 の 否 、 年
に 四 ） 前 月
つ 項 日
い 知 の 及

第 ２（
一 な 二 登 書

く 十 録 類 前
前 、 二 の を 項
条 次 条 実 添 の
第 に の 施 付 登
一 掲 三 ） し 録
項 げ な 申
各 る 知 け 請

六 五 四 三
役

前 第 員 未 法
各 二 の 成 人
号 十 氏 年 に
に 四 名 者 あ
掲 条 ） に つ
げ 第 あ て

な
い
者

例 二 ら に 二（
又 第 二 よ 第 第
は 一 年 り 二 一
こ 項 を 登 十 項
れ の 経 録 二 の
に 規 過 を 条 規
基 定 し 取 第 定
づ に な り 一 に
く よ い 消 項 よ
処 り も さ 又 り
分 営 の れ は 登
に 業 た 第 録

て 事 規 び
虚 は 定 登
偽 、 に 録
の 登 よ 番
記 録 る 号
載 申 登
が 請 録
あ 者 を
り が し
、 次 た
若 の と
し 各 き

号 事 事 れ 書
に 項 は ば に
掲 を 、 な は
げ 屋 前 ら 、
る 外 条 な 登
事 広 の い 録
項 告 規 。 申

業 定 請
者 に 者
登 よ が
録 る 第
簿 登 二

る 一 つ は
も 項 て 、
の に は そ
の 規 、 の
ほ 定 そ 役
か す の 員
、 る 法 （
規 業 定 業
則 務 代 務
で 主 理 を
定 任 人 執
め 者 の 行

違 の 場 三 を
反 停 合 項 取
し 止 に の り
て を お 登 消
罰 命 い 録 さ
金 ぜ て を れ
以 ら 、 受 、
上 れ そ け そ
の 、 の て の
刑 そ 処 屋 処
に の 分 外 分

く 号 は
は の 、
重 い 遅
要 ず 滞
な れ な
事 か く
実 に 、
の 該 そ
記 当 の
載 す 旨
が る を

に 録 十
登 申 二
録 請 条
し 書 の
な の 四
け 提 第
れ 出 一
ば が 項
な あ 各
ら つ 号
な た の

る の 氏 す
事 氏 名 る
項 名 及 社

及 び 員
び 住 、
所 所 取
属 締（
す 法 役
る 定 、
営 代 執
業 理 行

処 停 の 広 の
せ 止 あ 告 あ
ら の つ 業 つ
れ 期 た を た
、 間 日 営 日
そ が 前 む か
の 経 三 者 ら
執 過 十 を 二
行 し 日 い 年
を な 以 う を
終 い 内 。 経

欠 と 登
け き 録
て 、 申
い 又 請
る は 者
と 第 に
き 二 通
は 十 知
、 二 し
そ 条 な
の の け

い と い
。 き ず

は れ
、 に
次 も
条 該
第 当
一 し
項 な
の い
規 者

所 人 役
の が 又
名 法 は
称 人 こ

で れ
あ ら
る に
場 準
合 ず
に る
あ 者

わ 者 に 以 過
り そ 下 し
、 の 同 な
又 屋 じ い
は 外 。 者
執 広 ）
行 告 で
を 業 法
受 者 人
け の で
る 役 あ

登 二 れ
録 第 ば
を 一 な
拒 項 ら
否 の な
し 登 い
な 録 。
け 申
れ 請
ば 書
な 若

定 で
に あ
よ る
り こ
登 と
録 を
を 誓
拒 約
否 す
す る
る 書

つ を
て い
は う
、 。
そ 以
の 下
名 同
称 じ
、 。
主 ）
た の

こ 員 る
と で も
が あ の
な つ が
く た 第
な 者 二
つ で 十
た そ 五
日 の 条
か 処 の

ら し
な く
い は
。 そ

の
添
付
書
類
に

場 面
合 そ
を の
除 他
く 規
ほ 則
か で
、 定
遅 め
滞 る

る 氏
事 名
務
所
の
所
在
地
及
び

六
四



平成 火曜日月 日 山 口 県 報

第 （
二 登

録十
の二
抹条
消の
）八

知

２
五 四 三 二

屋
外 県 法 法 法
広 の 人 人 人
告 区 が が が
業 域 合 破 合
者 内 併 産 併
が に 及 手 に

第 第（ （
一 は 二 廃 二 屋

、 業 十 外十
死 そ 等 二 広二
亡 の の 条 告条
し 事 届 の 業の
た 実 出 六 者七
場 を ） 登
合 知 知 録屋

３ ２ 第
き 届 二

第 、 知 け 十
二 届 事 出 二
十 出 なは 条
二 が け、 の
条 あ れ前 五
の つ ば項
二 た なの 屋

２（
登 七 六 五
録 知
事 事 第 法 屋
項 は 二 人 外
の 、 十 で 広
変 前 二 そ 告
更 項 条 の 業
の の の 役 に

事
は
、
屋
外
広
告
業
者
の
登
録

前 お び 続 よ
項 い 破 開 り
各 て 産 始 消
号 屋 手 の 滅
に 外 続 決 し
掲 広 開 定 た
げ 告 始 に 場
る 業 の よ 合
場 を 決 り
合 廃 定 解 そ
の 止 以 散 の
い し 外 し 法

つ 事 簿外
そ た は の広
の 日 、 閲告
相 ） 屋 覧業
続 か 外 ）者
人 ら 広が

三 告次
十 業の
日 者各
以 登号
内 録に
に 簿掲

第 事 ら規 外
二 項 な定 広
項 を いに 告
の 屋 。よ 業
規 外 る 者
定 広 届 は
は 告 出 、
、 業 を 第
第 者 受 二
一 登 理 十
項 録 し 二
の 簿 た 条

届 規 二 員 関
出 定 第 の し
） に 一 う 成

よ 項 ち 年
り 第 に 者
登 二 第 と
録 号 一 同
を の 号 一
拒 営 か の
否 業 ら 行
し 所 第 為
た ご 四 能

が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と
き

ず た の た 人
れ 場 理 場 を
か 合 由 合 代
に に 表
該 屋 よ そ す
当 外 り の る
す 広 解 破 役
る 告 散 産 員
と 業 し 管 で
き 者 た 財 あ
は で 場 人 つ

、 をげ
そ 一る
の 般場
旨 の合
を 閲の
知 覧い
事 にず
に 供れ
届 しか
け なに
出 け該

規 に と の
定 登 き 二
に 録 は 第
よ し 、 一
る な 当 項
届 け 該 各
出 れ 届 号
に ば 出 に
つ な に 掲
い ら 係 げ
て な る る

と と 号 力
き に ま を
は 第 で 有
、 二 の し
遅 十 い な
滞 四 ず い
な 条 れ 未
く 第 か 成
、 一 に 年
そ 項 該 者
の に 当 で

又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一

、 あ 合 た
屋 つ 者
外 た そ
広 個 の
告 人 清
業 又 算
者 は 人
の 屋
登 外
録 広
は 告

な れ当
け ばす
れ なる
ば らと
な なき
ら いは
な 。、
い 当
。 該

各
号

準 い 事 事
用 。 項 項
す が に
る 前 変
。 条 更

第 が
一 あ
項 つ
第 た
五 と
号 き

理 規 す そ
由 定 る の
を す 者 法
示 る が 定
し 業 あ 代
て 務 る 理
、 主 も 人
そ 任 の が
の 者 前
旨 を 各
を 選 号

項
の
規
定
に
よ
り
屋
外
広
告

、 業
そ 者
の で
効 あ
力 つ
を た
失 法
う 人
。 を

代
表

に
定
め
る
者
は
、
そ
の
日

か は
ら 、
第 そ
七 の
号 日
ま か
で ら
の 三
い 十
ず 日
れ 以

登 任 又
録 し は
申 て 次
請 い 号
者 な の
に い い
通 者 ず
知 れ
し か
な に
け 該

業
者
の
登
録

六 を五 取
り
消
し

す
る
役
員

（
第
一
号
の
場
合
に
あ
つ
て

か 内
に に
該 、
当 そ
す の
る 旨
場 を
合 知
を 事
除 に

れ 当
ば す
な る
ら も
な の
い
。
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第
二
十
五
条
中
「
知

第 第（ （
で 二 帳 び 二 標
定 十 簿 氏 十 識
め 四 の 名 四 の
る 条 備 条 掲（
事 の 付 法 の 示
項 三 け 人 二 ）
を 等 に
記 屋 ） あ 屋

第 四 三 二
二 全
十 前 第 の 広
四 三 二 確 告
条 号 十 保 物
の に 四 に の
次 掲 条 関 表
に げ の す 示

２ 第
一 第 二 一 二

業 二 号
こ 務 十 前 法 を
の 主 四 条 第 削
条 任 条 第 十 り
例 者 第 一 条 、
そ は 二 項 第 第
の 、 項 の 二 一

第 な 第 た
二 け 屋 二 と
十 れ 外 十 き
四 ば 広 四 は
条 な 告 条 、
第 ら 業 の 屋
一 な 者 見 外
項 い は 出 広

事
は
、
」
の
下
に
「
県
の
区
域

載 外 つ 外
し 広 て 広
、 告 は 告
こ 業 、 業
れ 者 そ 者
を は の は
保 、 名 、
存 規 称 規
し 則 ） 則
な で 、 で
け 定 登 定
れ め 録 め

次 る 三 る 又
の も に 業 は
二 の 規 務 広
条 の 定 告
を ほ す 物
加 か る を
え 、 帳 掲
る 業 簿 出
。 務 に す

の 記 る
適 載 物
正 す 件

他 次 を 規 項 号
広 に 次 定 第 を
告 掲 の に 三 第
物 げ よ よ 号 三
の る う り イ 号
表 業 に 知 に と
示 務 改 事 掲 し
及 を め が げ 、
び 総 る 開 る 同
広 括 。 催 者 号
告 す す の
物 る る 前

第 。 、 し 告
四 第 を 業
号 二 者「
中 十 登（

二 業 録「
講 条 務 簿
習 の 主 か
会 二 任 ら
の 第 者 当
課 一 の 該
程 項 選 屋
を 第 任 外

内
で
」
を
加
え
、
第
三
章
中

ば る 番 る
な と 号 と
ら こ そ こ
な ろ の ろ
い に 他 に
。 よ 規 よ

り 則 り
、 で 、
第 定 第
二 め 二
十 る 十

な る の
実 事 設
施 項 置
の の に
確 う 関
保 ち す
に 規 る
関 則 工
す で 事
る 定 の
業 め 適

を も 講 に
掲 の 習 次
出 と 会 の
す す の 二
る る 課 号
物 。 程 を
件 を 加
の 修 え
設 了 る
置 し 。
に た

修 二 等 広
了 号 ） 告
し の 」 業
た 営 に 者
」 業 改 の
を 所 め 登

ご 、 録「
前 と 同 を
各 に 条 抹
号 、 第 消
に 次 一 し

同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加

二 事 二
条 項 条
の を の
二 記 二
第 載 第
一 し 一
項 た 項
第 標 第
二 識 二
号 を 号
の 掲 の

務 る 正
も な
の 施
の 工
記 そ
載 の
に 他
関 広
す 告
る 物
業 の

関 者
す
る
法
令
の
規
定
の
遵
守

掲 に 項 な
げ 掲 各 け
る げ 号 れ
」 る 列 ば
に 者 記 な
改 の 以 ら
め う 外 な
、 ち の い
同 か 部 。
号 ら 分
を 業 を

え
る
。

営 げ 営
業 な 業
所 け 所
ご れ ご
と ば と
に な に
帳 ら 、
簿 な 公
を い 衆
備 。 の
え 見

務 表
示
又
は
広
告
物
を
掲
出
す

に
関
す
る
業
務

同 務 次
項 主 の
第 任 よ
五 者 う
号 を に
と 選 改
し 任 め
、 し る
同 、 。
項 次
中 項

、 や
そ す
の い
営 場
業 所
に に
関 、
し 商
規 号
則 及

る
物
件
の
設
置
に
係
る
安

第 に
三 定
号 め
を る
第 業
四 務
号 を
と 行
し わ
、 せ

六
六
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二 第
三

第 十
二 条
十 第
五 二
条 号
の を

３ ２
第 第 い
三 二 第 。 前
十 十 一 項
一 六 項 の
条 条 の 規
の 中 規 定
見 定 に「
出 含 に よ

第 ２（
と せ 報 項二
が 、 告 を 知十
で 又 及 登 事五
き は び 載 は条
る そ 検 し 、の
。 の 査 な 前四

職 ） け 条
員 れ 第知

第 ２（
二 監 四 三
十 督 第
五 処 二 法 第
条 分 十 に 二
の 簿 二 基 十
三 の 条 づ 二

備 の く 条
知 付 四 条 の

第 （
二 一 の 二 登

全 十 録
第 不 部 五 の
二 正 若 条 取
十 の し の 消
二 手 く 二 し
条 段 は 等
の に 一 知 ）

四 次
第 の
一 よ
項 う
の に
規 改
定 め
に 、
よ 同
る 条
報 を
告 第

し む よ り
を 。 る 立
削 ） 立 入
り 」 入 検
、 の 検 査
同 下 査 を
条 に の す
中 権 る「

若 限 職「
前 し は 員
三 く 、 は
条 は 犯

に ば 一事
、 な 項は
営 ら の、
業 な 規こ
所 い 定の
そ 。 に条
の よ例
他 るの
営 処施
業 分行
に をに
関 し

事 け 第 例 五
は 等 二 又 第
、 ） 項 は 一
屋 の こ 項
外 規 れ の
広 定 に 規
告 は 基 定
業 、 づ に
者 前 く よ
監 項 処 る
督 の 分 届
処 規 に 出

四 よ 部 事
第 り の は
一 屋 停 、
項 外 止 屋
第 広 を 外
二 告 命 広
号 業 ず 告
又 者 る 業
は の こ 者
第 登 と が
四 録 が 次
号 を で の

を 三
せ 十
ず 一
、 条
若 と
し す
く る
は 。
虚
偽
の

、
」 登 罪 そ
を 録 捜 の

査 身「 （
第 更 の 分
二 新 た を十 の め 示八 登 に す条 録 認 証か を め 明ら 含 ら 書前 む れ

必
係 た要
の とな
あ き限
る は度
場 、に所 前おに 項い立 のてち 屋、入 外県り 広

分 定 違 を
簿 に 反 せ
を よ し ず
備 る た 、
え 処 と 又
、 分 き は
こ を 。 虚
れ し 偽
を た の
規 場 届
則 合 出

か 受 き 各
ら け る 号
第 た 。 の
七 と い
号 き ず
ま 。 れ
で か
の に
い 該
ず 当
れ す

報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規

を条 。 た 携ま ） も 帯で 」 の し」 を と 、に 加 解 関改 え 釈 係め る し 者、 。 て の同 は
請条 な
求を ら

の、 告区帳 業域簿 者内、 監で書 督屋類 処外そ 分広の 簿告他 に
業の 、
を物 当

で に を
定 準 し
め 用 た
る す と
閲 る き
覧 。 。
所
に
お
い
て

か る
に と
該 き
当 は
す 、
る そ
こ の
と 登
と 録
な を
つ 取

定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨

が第 な
あ三 い
つ十 。
た二
と条
きと
はす
、る
こ。
れ
を

営件 該
むを 処
者検 分
に査 の
対さ 年
しせ 月
、、 日
そ若 及
のし び
営く 内
業は 容

一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ

た り
と 消
き し
。 、

又
は
六
月
以
内
の

げ
、
若
し
く

六 は
七 忌

避
し
、

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

に関 そ
関係 の
し者 他
必に 規
要質 則
な問 で
報さ 定
告せ め
をる る

こ さ 事

ば
な
ら
な
い
。

期
間
を
定
め
て
そ
の
営
業
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は
、
改
正
後
の
条
例

２ １（ （
と を 経 施

営 こ 過 こ 行い
ん の 措 の 期う
で 条 置 条 日。
い 例 ） 例 ））
る の は第
者 施 、二
に 行 平十

第
三 二 一 三

十
附 第 第 第 三

二 二 二 条
則 十 十 十

四 四 二 次
条 条 条 の
の の の 各

第
本 三 二 一 二 第
則 十 二
に 第 不 第 八 十
次 二 正 二 条 八
の 十 の 十 条
一 五 手 二 次 を
条 条 段 条 の 第
を の に 第 各 二

第 六 五 第
二 二 若
十 第 第 十 し
九 二 二 九 く
条 十 十 条 は
第 四 二 中 同
七 条 条 項「
号 第 の 一 の

第
二
十
二
条
第
一
項
の
登
録
を

つ の 成二
い 際 二条
て 現 十の
は に 六二
、 改 年の
こ 正 四規
の 前 月定
条 の 一に
例 山 日よ
の 口 かる
施 県 ら登
行 屋 施

三 二 七 号
の の 第 の
規 規 一 い
定 定 項 ず
に に の れ
違 よ 規 か
反 る 定 に
し 標 に 該
て 識 よ 当
、 を る す
帳 掲 届 る
簿 げ 出 者

加 二 よ 一 号 十
え 第 り 項 の 九
る 一 第 又 い 条
。 項 二 は ず と

の 十 第 れ し
規 二 三 か 、
定 条 項 に 第
に 第 の 該 五
よ 一 規 当 章
る 項 定 す 中
営 又 に る 同
業 は 違 者 条

を 一 五 に 規
削 項 第 」 定
り の 一 を に
、 規 項 よ「
同 定 の い る
条 に 規 ず 質
を 違 定 れ 問
第 反 に か に
三 し よ に 対
十 て る 」 し
条 業 届 に 、
と 務 出 改 答

受
け
な
い
で
、
な
お
従
前
の

録
の 外 行の
日 広 す申
か 告 る請
ら 物 。を
六 条し 月 例た 間場 （

以合 （
そ 下に のあ 「
者 改

を な を は
備 い 怠 、
え 者 つ 五
ず た 万
、 者 円
帳 以
簿 下
に の
記 過
載 料
せ に

の 第 反 は の
停 三 し 、 前
止 項 て 一 に
の の 登 年 次
命 登 録 以 の
令 録 を 下 一
に を 受 の 条
違 受 け 懲 を
反 け な 役 加
し た い 又 え
た 者 で は る

す 主 を め 弁
る 任 せ 、 を
。 者 ず 同 せ

を 、 条 ず
選 又 第 、
任 は 五 若
し 虚 号 し
な 偽 及 く
か の び は
つ 届 第 虚
た 出 六 偽

例
に
よ
り
、
引
き
続
き
屋
外

っ が 正て 当 前は 該 の、 期 条そ 間 例の 内 」申 に と請 改 いに 正 う
つ 後 。
い の ）

ず 処
、 す
若 る
し 。
く
は
虚
偽
の
記
載

者 屋 五 。
外 十
広 万
告 円
業 以
を 下
営 の
ん 罰
だ 金
者 に

処

者 を 号 の
し を 答
た 次 弁
者 の を

よ し
う た
に 者
改
め
る
。

広
告
業
を
営
む
こ
と
が
で
き

て 山 第
登 口 二
録 県 十
又 屋 二
は 外 条
登 広 の
録 告 規
の 物 定
拒 条 に
否 例 よ
の り

を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し

す
る
。

る
。

（
処 以 届
分 下 出
が を「
あ 改 し
る 正 て
ま 後 屋
で の 外
の 条 広
間 例 告
） 」 業

な
か
つ
た
者

六
八
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銭 銭
」 」
を に

、「
四 「
円 八
七 円
銭 四

第 （
銭 銭 一 山
」 」 別 条 口

県を 表に
山 港、 第「
口 湾五 一「
県 施二円 の
港 設円十 一
湾 管十七 の

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 港
県 第 十 湾
港 四 五 施
湾 十 年 設
施 八 十 管

５

の十 別 山
二九 表 口

第 県すの屋 一 使る登外 の 用事録広 ８ 料務に告 の 手関業

４ ３（
山 す 規
口 る こ 定 こ
県 罰 の す の
使 則 条 る 条
用 の 例 業 例
料 適 の 務 の
手 用 施 主 施
数 に 行 任 行

」 十
に 銭
、 」

を「
三 「
円 八
三 円
十 六
四 十
銭 五
」 銭
を 」

施 理四銭 項
設 条」 銭 中
管 例」に 「
理 の、 を 五
条 一円「 「
例 部三 二 五

改円 円 十 （
昭 正七 二 一
和 ）十 十 銭
三七 銭 」
十」銭 を
一

設 号 二 理
管 月 条
理 十 例
条 七 及
例 日 び
及 山
び 口
山 県
口 入
県 港
入 料
港 徴

表 数
十 料数登屋 九 条料録外 の 例申広 項請告 （
の 昭手業 次 和
に 三屋 次 十

外 の 一
広 よ 年
告 う 山

料 つ 前 者 の
条 い に と 際
例 て し な 現
の は た る に
一 、 行 資 改
部 な 為 格 正
改 お 及 を 前
正 従 び 有 の
） 前 附 す 条

の 則 る 例
例 第 者 第
に 二 と 二

に「
三 、
円 「
四 六
十 円
四 七
銭 十
」 二
に 銭
改 」
め を

」 に 「
年、を 五
山円「「
口一三 六 県円円 十 条五八 七 例十十 銭 第五八 」 十銭銭 に 三」」 、 号をに 「 ）

料 収
徴 条
収 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る

に 口業
加 県の
え 条登
る 例録 。 第

一
号
）
の
一
部

よ 項 み 十
る の な 四
。 規 す 条

定 。 第
に 一
よ 項
り に
な 規
お 定
従 す
前 る

、 「
同 六
表 円
二 九
の 十
項 一
中 銭

」「
七 に
円 、
八

、 四「 の一 円「 一二 円 二 部円 五 十 を九 十 銭 次十 」九 の五 を銭 よ」銭 う「
」 四に に

、を 円 改
三 正「「

す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
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